
目

次

規

則

○
青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

告

示

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
三

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
三

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

教
育
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
学
校
施
設
課
）
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

○
病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び

保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正
qqq（
事

務

局
）
…
六

規

則

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
号

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
別
紙
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第378号令和３年10月27日 水曜日

第
三
百
七
十
八
号

令
和
三
年十

月
二
十
七
日

（
水
曜
日
）
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第
二
号
様
式
の
添
付
書
類
の
１
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写

し
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

中
村

太
源

一
般
財
団
法
人

黎
明
郷
弘
前
脳

卒
中
・
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
扇
町

一
の
二
の
一

脳
神
経
外
科
（
言
語
機

能
障
害
、
肢
体
不
自

由
）

令
和三･一一･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
家
岸
五
七
の

四

石
岡

清
美

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
家
岸
五
五
の

一

佐
藤

勉

鯵
ヶ
沢
町
第
一
区

域
鯵
ヶ
沢
町
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大

字
赤
石
町
、
大

字
姥
袋
町
、
大

字
日
照
田
町
、

大
字
館
前
町
、

大
字
深
谷
町
、

大
字
南
金
沢

町
、
大
字
種
里

町
、
大
字
小
森

町
、
大
字
鬼
袋

町
及
び
大
字

一
ッ
森
町
の
区

域

底
建
網
漁
業

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
石
岡
ブ
ロ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

石
岡
洋
悦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
小
沢
字
広
野
二
二
五
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
二
三
八
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
及
び
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業

の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
九
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
山
形
組

二

代
表
者
の
氏
名

山
形
ま
ゆ
み

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰
字
上
桂
井
二
二
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
一
二
〇
六
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
十
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の

許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
九
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
リ
ペ
ア
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

三
三
八
号

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂
子
又
字
沢
内
九
の
三
五
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂
子
又
字
沢
内
九
の
三
五
ま
で

前

一
六
・
一
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
七
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
六
・
一
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
八
・
六
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
里
志

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
三
二
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
五
〇
〇
〇
三
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
九
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

ニ
コ
ク
ホ
ー
ム
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

二
川
目
石
藏

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川
目
三
丁
目
五
七
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
一
一
四
八
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
十
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
八
月
二
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

和

嶋

延

寿

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

学
習
用
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
九
月
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
の
三

六

落
札
金
額

五
百
五
十
四
万
二
千
九
百
九
十
九
円

（
本
件
は
、
青
森
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条

に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
り
、
契
約
期
間
は
令
和
四
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
二
月
二

十
八
日
ま
で
で
あ
る
。
前
記
落
札
金
額
は
、
契
約
初
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
で
あ
り
、
一
か
月

相
当
分
で
あ
る
。
）

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日

（ ）5 青 森 県 報 第378号令和３年10月27日 水曜日



選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号
（
病
院
の
長
、
老
人

ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

二
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」
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所
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行
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青
森
市
長
島
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目
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青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ひ
ま

わ
り
の
丘

〃

大
字
新
城
字
平
岡
一
六
〇
の
三
九

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ひ
ま

わ
り
の
丘

〃

大
字
新
城
字
平
岡
一
六
〇
の
三
九

ケ
ア
ポ
ー
ト
バ
ン
ド
ー
青
森
南

〃

大
字
野
木
字
山
口
一
五
の
一
一

ゆ
う
ゆ
う
荘

〃

浪
岡
大
字
樽
沢
字
村
元
三
三
〇
の
七

あ
お
も
り
泰
成
苑

〃

大
字
野
木
字
山
口
一
五
の
一
一

ゆ
う
ゆ
う
荘

〃

浪
岡
大
字
樽
沢
字
村
元
三
三
〇
の
七


